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令和元年度登別市財政健全化及び経営健全化審査意見

について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第

２２条第１項の規定により審査に付された「健全化判断比率」及

び「資金不足比率」を登別市監査基準に基づき審査したので、別

紙のとおりその意見を提出する。
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令和元年度 登別市財政健全化審査

１ 審査の対象

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算

定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和２年７月３１日から令和２年８月２０日まで

３ 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。

記

各指標値の算出の結果、令和元年度①実質赤字比率及び②連結実質赤字比率については、

実質収支又は連結実質収支が黒字であるため①は△３．８８％、②は△１６．８４％となっ

たが、比率が０.００以下の場合は「－」で表示する。

また、各指標値が早期健全化基準、財政再生基準以上の場合は、財政健全化法に基づき、

財政健全化のための取組を行うこととなる。

比 率 名 令和元年度 平成30年度 早期健全化基準 財政再生基準

① 実質赤字比率 ― ％ ― ％ １３.１２％ ２０.００％

② 連結実質赤字比率 ― ％ ― ％ １８.１２％ ３０.００％

③ 実質公債費比率 １２．６ ％ １３．０ ％ ２５.０ ％ ３５.０ ％

④ 将来負担比率 ９１．０ ％ ９４．７ ％ ３５０.０ ％
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令和元年度 登別市水道事業会計経営健全化審査

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和２年７月３１日から令和２年８月２０日まで

３ 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。

記

資金不足比率は、資金の不足額が０以下の場合は「－」で表示する。この比率が２０.０％

以上の場合は、財政健全化法に基づき、経営健全化のための取組を行うこととなる。

比 率 名 令和元年度 平成30年度 経営健全化基準

① 資金不足比率 － ％ － ％ ２０.０ ％



3

令和元年度 登別市下水道事業会計経営健全化審査

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和２年７月３１日から令和２年８月２０日まで

３ 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。

記

資金不足比率は、資金の不足額が０以下の場合は「－」で表示する。この比率が２０.０％

以上の場合は、財政健全化法に基づき、経営健全化のための取組を行うこととなる。

比 率 名 令和元年度 平成30年度 経営健全化基準

① 資金不足比率 － ％ － ％ ２０.０ ％
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令和元年度 登別市簡易水道事業会計経営健全化審査

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和２年７月３１日から令和２年８月２０日まで

３ 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。

記

資金不足比率は、資金の不足額が０以下の場合は「－」で表示する。この比率が２０.０％

以上の場合は、財政健全化法に基づき、経営健全化のための取組を行うこととなる。

比 率 名 令和元年度 平成30年度 経営健全化基準

① 資金不足比率 － ％ － ％ ２０.０ ％
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令和元年度 登別市カルルス温泉スキー場事業特別会計経営健全化審査

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和２年７月３１日から令和２年８月２０日まで

３ 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。

記

資金不足比率は、資金の不足額が０以下の場合は「－」で表示する。この比率が２０.０％

以上の場合は、財政健全化法に基づき、経営健全化のための取組を行うこととなる。

比 率 名 令和元年度 平成30年度 経営健全化基準

① 資金不足比率 － ％ － ％ ２０.０ ％


